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 近年、経済・社会の情報化の進展に伴い、官民を通じて、コンピュータやネットワークを利用

して大量の個人情報が処理されています。こうした個人情報の取扱いは、今後ます

ます拡大していくものと予想されますが、個人情報は、その性質上いったん

誤った取扱いをされると、個人に取り返しのつかない被害を及ぼす恐れ

があります。また、国際的には、１９８０年のＯＥＣＤ（経済協力開発機構）理事

会勧告において、「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライ

ン」が示されており、既にＯＥＣＤ加盟国の大多数が個人情報保護法制を有するに

至っています。 

 こういった状況の下、個人情報の有用性に配慮しながら個人の権利利益を保護する

ことを目的とした個人情報保護法が平成１５年５月に成立・公布されました。法は、官民を通

じた個人情報保護の基本理念等を定めた基本法に相当する部分と、民間事業者の遵守すべき義務

等を定めた一般法に相当する部分から構成されており、平成１７年４月１日より全面施行される

こととなっています。            ＜内閣府ホームページより＞ 

 

 

平成１７年１月 
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個人情報保護法に違反したら・・・ 

 

 個人情報保護法の第六章において下記罰則が定められています。 

 善良な市民として法令遵守してください。 

① 違反行為の中止その他違反を是正するための必要な措置を講ずべき旨の「勧告」 

② 勧告にかかる措置をとるべき「命令」 

③ 重大な権利利益を害する事実があり緊急を要する場合は「緊急命令」 

④ 命令および緊急命令に従わなかった場合は、６ヶ月以下の懲役または３０万円以下

の罰金 

上記以外に 

⑤ 個人情報取扱事業者および認定個人情報保護団体の報告欠如と虚偽報告をした者に対し３

０万円以下の罰金 

⑥ 認定個人情報保護団体の認定業務の廃止届けの欠如、認定個人情報保護団体でないものが勝

手に認定個人情報保護団体の名称やまぎらわしい名称を使用した者は１０万円以下の過料

に処される 

 

しかしながら、最も重要なことは、罰則よりも情報漏えいによる企業の社会的信用を失うことで

あり、場合によっては取り返しのつかないほどのダメージを会社に与えてしまうこ

とです。 

 

また、個人情報で公然と知られていないものを、詐欺などにより取得したり、使用・開示した

者には不正競争防止法（平成５年法律第４７号）第１４条により刑事罰（３年以下の懲役また

は３００万円以下の罰金）が科され得る 
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情報漏えい事件とその損害 

 
 ひとたび個人情報の漏えいが発覚すると、金額的な損害はもちろんのこと、最も重要なことは、

社会的信用を失い、企業業績の大幅な落ち込みを招き、企業存亡の瀬戸際に追い込まれてしまう

ことです。 
 下記には個人情報の流出問題が発生した企業の漏えい規模と対応などについてまとめておりま

す 
 

組織名 発覚時期 流失規模 備考 
消費者金融 １９９５年５月 約２０万人  
人材派遣会社 １９９８年１月 約９万人 容姿情報など含む 
百貨店 １９９８年１月 約５０万人  
関西の某市 １９９９年５月 約２２万人 一人当たり１．５万円の支払い判

決 
エステ会社 ２００２年５月 約５万人 相談情報の漏えい、裁判に発展 
コンビニ ２００３年６月 約５６万人 全会員に５００円の商品券を配

布 
コンビニ ２００３年１０月 約１８万人 対象者に１，０００円のカード配

布 

プロバイダ ２００４年２月 約４５０万人 対象者に５００円の支払い 
石油販売業 ２００４年４月 約９２万人 顧客に５００円相当のポイント

を付与 
建設業 ２００４年６月 約３６万人 賃貸オーナーの名簿・資料の入っ

たパソコンが盗難。社員の机上か

ら 
保険会社 ２００４年７月 約２２００件 医師情報（口座番号・預金残高）

等の入ったフロッピーディスク

が車上荒らしにあい盗難 
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【第１章】 個人情報保護法について 
 
 この章では、個人情報保護法に関する基本的な事項や定義について解説しております 
 
 
 
  Ｑ１． 個人情報保護法とはどのようなものですか 
 

Ａ．個人情報の適切な取り扱いに関し、基本理念および政府による基本方針・基本事項

を定め、個人情報を取り扱う事業者が守るべき義務を定めた法律です 
 
 
  Ｑ２． 個人情報保護法はいつから義務付けられるのですか 
 
    Ａ．民間部門については、平成１７年４月１日から義務付けられます 
 
 
  Ｑ３． 個人情報が流出した場合、どのような措置がなされるのですか 
 
    Ａ．第３４条、第５６条に基づき、必要に応じて以下の措置がなされます 

① 違反行為の中止その他違反を是正するための必要な措置を講ずべき旨の「勧告」 
② 勧告にかかる措置をとるべき「命令」 
③ 重大な権利利益を害する事実があり緊急を要する場合は「緊急命令」 
④ 命令および緊急命令に従わなかった場合は、６ヶ月以下の懲役または３０万円以

下の罰金 
      しかしながら、最も重要なことは、お客様の信用を失うことであり、場合によって

は、取り返しのつかないほどのダメージを会社に与えてしまうことです 
 
 
  Ｑ４． この法律でいう「個人情報」について教えてください 
 
    Ａ．生存する個人に関する情報であり、特定の個人を識別できるものをいいます。具体

的には、 
① 氏名または氏名と結びついた情報 
② 防犯カメラの本人が判別できる映像情報 
③ 特定の個人を識別できるメールアドレス情報 
④ 雇用管理情報 
⑤ 個人情報に付加された個人に関する情報 
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⑥ ハウスカード（ポイントカード）情報 
⑦ レシート情報（住所・氏名やクレジットカード番号などが記入されている場合） 
⑧ 贈答品受注・発送情報 
⑨ アンケート情報 
⑩ 従業員の労務管理情報や健康管理情報 
⑪ 名刺 
⑫ 防犯特定情報など（万引き現行犯情報やクレーム処理票など） 
⑬ 販売されている名簿で公にされている情報（氏名など） 
などがあげられます 

 
 
  Ｑ５． この法律における「個人情報取扱事業者」について教えてください 
 
    Ａ．個人情報データベースなどを事業活動に利用している者で、過去６ヶ月以内のいず

れかの日に、データベースを構成する個人データによって識別される特定の個人の

数が５，０００人を超える個人情報を有していた者が対象となります 
 
 
  Ｑ６． この法律でいう「個人情報データベース等」について教えてください 
 
    Ａ．個人情報を含む情報の集合物をいい、特定の個人情報を容易に検索することができ

るように体系的に構成したもののことをいいます。具体的には、 
① 五十音順に整理されたアドレス帳や、電子メールソフトに保管されているメール

アドレス帳 
② 名前順になっている名刺入れや、名刺の情報をパソコンに入力整理し、他の従業

員なども検索できる状態にしている場合 
③ 住所・氏名・企業別に分類整理されている市販の人名録 
④ ハウスカード、ポイントカードなどの個人情報のデータベース 
⑤ 贈答品受注・発送情報のデータベース 
⑥ 整理されたアンケート情報 
⑦ 従業員の管理情報や健康管理情報のデータベース 
⑧ 防犯カメラのデータベース（特定の個人の映像を容易に検索可能な状態に置いて

いる場合） 
⑨ 特定防犯上のデータベース 
などがあげられます 
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“データ”と“情報”“データベース”とは 
 
・売場にある商品の価格表示（プライスカード）は個別データ（梨１個 １００円）です 
・お客様が買い物カゴに入れＰＯＳレジを通過しますと、売上情報（○月○○日 梨１０個 単
価１００円 金額１，０００円）が発生します 
・お客様がハウスカードでお買い物した場合、この情報は特定の個人（ハウスカード会員××

さんの買い物情報）の個人情報となります 
・情報が格納されている格納庫（ファイル）がデータベースです 
・特定個人情報のファイルが個人情報データベースとなります 

 
 
Ｑ７． 従業員の個人データにはどのようなものが該当しますか 

 
    Ａ．氏名、住所、年齢、疾病などのほか、雇用管理情報である役職、賃金、勤務評価、

家族構成などが該当します 
 
 
  Ｑ８． 防犯カメラの画像も対象とのことですが、事前に録画していることを伝えなければ

ならないのでしょうか 
 
    Ａ．個人情報の取得にあたるので、事前に録画をしていることを公表しておくか、伝え

る必要があります。告知方法は、防犯カメラが設置されている場所を一括して公表、

もしくは防犯カメラの前に録画している旨のＰＯＰを貼るなどが考えられます 
 
 
  Ｑ９． ハウスカードを発行しているチェーン店のＦＣ店で、会員（特定の個人）が５，０

００に満たない場合、その会社は個人情報取扱事業者とみなされないのですか 
 
    Ａ．「スーパーＭ」のハウスカード「ＺＺカード」は本部もＦＣも同一名で発行、お客様

（会員）は 「スーパーＭ」と契約して使用しています。 

「スーパーＭのＹ店」（ＦＣ店・・別法人）でお買い物したお客様は 「スーパーＭ」

を経営する 「スーパーＭ社」と取引したと考えており、別法人（ＦＣ経営会社）

と取引したとは思っていません。 

      ※この場合、スーパーＭ社は個人情報取扱事業者ですが、ＦＣ店（別法人）はスー

パーＭ社の業務委託先であり、個人情報取扱事業者ではありません。 

（・・注意・・ＦＣ業務以外にその会社が独自に個人情報を取得しその情報量が

個人情報取扱事業者の基準に達していれば「個人情報取扱事業者」となる。）しか

し、会員規約（入会申込書）で情報の共同利用を明記し、個人情報の共同利用を

行うのであれば、自分の店で取得した以外の個人情報も特定の個人の数に含まれ
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るため、合計で５，０００人を超える日が一日でもあれば、個人情報取扱事業者

となります 

 

 

  Ｑ１０．小売段階ではどのような取り組みをしなければならないのですか 
 
     Ａ．個人情報取扱事業者として、 

① 偽りその他不正手段による取得の禁止          （Ｑ１１～Ｑ１７） 

② 具体的な利用目的の明示                （Ｑ１８～Ｑ２８） 

③ 取得した個人情報の安全管理              （Ｑ２９～Ｑ３８） 

④ 個人データの取り扱いに関して、従業者への適切な監督 （Ｑ３９～Ｑ４０） 

⑤ 個人データの取り扱いを委託する場合の委託先の監督  （Ｑ４１～Ｑ４２） 

⑥ 本人の同意がない第三者提供の禁止          （Ｑ４３～Ｑ５１） 

⑦ 求めに応じた個人データの開示・訂正・利用停止等の実施 （Ｑ５２～Ｑ５５） 

⑧ 個人情報の取り扱いに関する苦情の適切な処理     （Ｑ５６） 

       が求められます 

 
 
 
個人情報保護とプライバシー保護の違いは？ 
 
個人情報保護法は、個人情報がパソコンなどで処理される個人情報を中心にその適正な取り扱

いルールを確立し、それを遵守させることによりプライバシーを含む個人の権利利益侵害を未

然に防止することをねらいとしております。 
したがって、個人情報の取り扱いとは関係のないプライバシー問題や、検索性のない個人情報

の取り扱いに伴うプライバシー問題などは、この法律の対象とすべき本来的な問題とはなりま

せん。 
プライバシー侵害などは実際に発生した後の個人の権利利益の救済については、従来どおり、

民法上の不法行為（民法７０９条・７１０条）や刑法上の名誉毀損罪など（刑法２３０条）に

よって図られることとなります 
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【第２章】 個人情報取扱事業者の義務について 
 
 この章では、Ｑ１０で解説した、個人情報取扱事業者の義務について、８項目に分けてそれぞ

れ解説するとともに、詳細については具体的事例をあげて説明をしております 
 
 
 

１．個人情報の取得に関する事項 

個人情報を取得するにあたり、偽りなどの不正な手段により個人情報を取得してはいけ

ません（Ｑ１１参照）。また、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を

公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知または公表しなければな

りません。ただし、以下の状況の場合はこの限りではありません。 
・取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 
・人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合 
・国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する

必要がある場合であって、利用目的を本人に通知または公表することにより、当該

事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合 
 
  Ｑ１１．この法律では不正な手段により個人情報を取得してはならないとありますが、不正

な手段とは具体的にどのような場合でしょうか 
 
    Ａ．親の同意がなく、十分な判断能力がない子供から、取得状況から考えて関係のない

親の収入事情などの家族の個人情報を取得することや、第三者提供違反をするよう

強要して個人情報を取得した場合、他の事業者に不正な手段で個人情報を取得させ、

その事業者から個人情報を取得することなどがあげられます 
 
 
  Ｑ１２．この法律では個人情報を取得した場合、あらかじめ利用目的を公表している場合を

除き、利用目的を通知または公表しなければならないとありますが、具体的な通知・

公表の方法を教えてください 
 
    Ａ．「本人に通知」とは、本人に直接知らせることであり、事業の性質および個人情報の

取得状況に応じて、内容が本人に認識される合理的で適切な方法によらなければな

りません。 
      具体的には、口頭による通知や文書による通知、電子メールやファックスなどによ

る送信、文書の郵送などが考えられます。 
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      ただし、口頭のみでの通知では後々問題となる可能性が高いので、必ず書面などで

証拠が残る方法をとるようにしましょう。 
      また、「公表」とは、広く一般に自己の意思を知らせることであり、事業の性質およ

び個人情報の取り扱い状況に応じ、合理的で適切な方法によらなければなりません。 
      具体的には、ホームページへの掲載や店舗などにおけるポスターの掲示、パンフレ

ットなどの備え置き・配布などが考えられます 
 
 

 ≪具体的事例≫ 

  Ｑ１３．友人に教えてもらった顧客情報で、当社のお買い得情報を送付したいのですが、大

丈夫でしょうか 
 
    Ａ．この場合、顧客情報に載っている本人に対して、利用目的を通知していない（お買

い得情報を送付する旨、同意を得ていない）と思われますので、利用しないように

しましょう 
 
 
  Ｑ１４．グループ会社から顧客データをもらい、そのデータを活用しダイレクトメールを送

付するのは問題ありませんか 
 
    Ａ．グループ会社からの提供は本人の同意を得ていない可能性がありますので、活用し

ないほうがよいでしょう 
 
 
  Ｑ１５．自社の方針により、犯罪歴のある人のポイントカード入会はお断りするため、入会

手続き書に犯罪歴を記入する欄を設けているが問題はありますか 
 
    Ａ．人種・信教・政治的見解・保健医療・犯罪歴などは、個人の機微に深く関わる事項

です。社会的差別の原因となる情報については、入手するのはやめましょう。 
      このような入会申し込み書は避けるべきです 
 
 
  Ｑ１６．ギフトなどの注文書をもとにダイレクトメールを発送する場合、ギフトの注文書に

ダイレクトメールに使用する旨のただし書きが必要ですか。また、この場合、送り

先の住所・氏名も管理することになりますが、問題はありませんか 
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    Ａ．ただし書きは必要です。お客様はギフトを注文するために名前・住所などを記入し

ており、ダイレクトメールが来るのを想定してはいません。また、送り先の情報管

理はホームページなどで管理している旨を公表する（本人が知ろうと思えば知るこ

とができるようにしておく）必要があります 
 
 
  Ｑ１７．従業員から個人情報を取得する際、従業員の同意を求めなければならないのですか。

また、従業員が同意しない場合は、取得できないのですか 
 
    Ａ．従業員の個人情報も、「個人情報」に含まれますので、「不正な手段」により個人情

報を取得してはいけません。目的を事前に公表するか、あるいは速やかに本人に通

知または公表する必要があります。 
      また、雇用管理情報の利用目的についても、本人の個人情報が利用された結果が合

理的に想定できる程度に、具体的に特定しなければなりません。 
      さらに、雇用管理情報の開示については、労働組合などと必要に応じて協議し、本

人から開示を求められた保有個人データについて、業務の適正な実施に支障をきた

す恐れがある場合には非公開とすることが想定されるデータの開示に関する事項を

定め、周知させる必要があります 
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２． 個人情報の利用に関する事項 

個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定しなければなりませ

ん。具体的には、単に「お客様へのサービス向上のため」「当社の事業活動に用いるため」

というのではなく、「新商品のダイレクトメール送付のため」「アフターサービスのため」

などと、できるだけ詳細に明示することです。 
また、利用目的は、一般的に本人が想定することが困難でない範囲内であるならば、そ

の範囲内で利用目的を変更することができます。変更された利用目的については、本人

に通知または公表する必要があります（Ｑ２０参照）。 
なお、人の生命または財産といった具体的な権利利益が侵害される恐れがあり、これを

保護するために個人情報の利用が必要であり、かつ、本人の同意を得ることが困難であ

る場合などは、本人の同意を得ずに利用目的を変更することが可能です 
 
  Ｑ１８．利用目的の本人の同意を得る方法はどのようなものがありますか 
 
    Ａ．本人の同意とは、本人の個人情報が、個人情報取り扱い事業者によって示された取

り扱い方法で取り扱われることを承諾する旨の本人の意思表示です。方法としては 
① 同意する旨を本人から口頭または書面で確認すること 
② 本人が署名または記名押印した同意書を受領すること 
③ 同意する旨のメールを受信すること 
④ 同意する旨の確認欄へのチェック 
などがあげられます。ただし、口頭のみの了承では後々問題となる可能性が高いの

で、必ず書面などで証拠が残る方法をとるようにしましょう 
 
 

  Ｑ１９．利用目的を変更したい場合はどのような手続きをとればいいのですか 
 
    Ａ．利用目的は、本人が想定することが困難でない範囲内で変更することは可能です。

ただし、変更した内容を本人に通知するか公表しなければいけません。また、範囲

を超えて利用目的を変更する場合は、事前に本人の同意を得る必要があります 
 
 
  Ｑ２０．ガイドラインでは利用目的を変更する場合、“本人が想定することが困難でない範囲

内で変更することは可能”とありますが、具体的にどのくらいの変更ならば通知が

不要なのでしょうか 
 
    Ａ．お客様が同意したものであると認識していただける範囲のものであれば問題はあり

ません。 
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しかしながら安全のため、利用目的を詳細に告知しておくことがよいでしょう 
      ＜同意したものであると認識できる範囲内の事例＞ 
       「新商品・サービスに関するお知らせを電子メールにより送信することがありま

す」とした利用目的を、「郵便によりお知らせすることがある」という内容を追加

すること 
      ＜同意したものであると認識できない事例（同意が必要な利用目的の変更）＞ 
       就職のための履歴書情報をもとに、自社商品のカタログと商品購入申し込み書を

送付する場合 
※人により判断基準は異なります。できるだけ詳細に明記することをお勧めします。

ホームページの活用で具体的に掲示しましょう 
 
 

 ≪具体的事例≫ 

  Ｑ２１．今まで利用目的を“お客様へのサービスの向上のため”としてダイレクトメールな

ど様々なものを送付していましたが、法施行後も同じように送付して問題はないで

しょうか 
 
    Ａ．法施行時に改めて個人の同意を得る必要はありません。ただし、ホームページなど

で利用目的や問い合わせ先を公表する必要があります。その際の利用目的は“新商

品のダイレクトメール送付のため”など、具体的に特定する必要があります 
 
 
  Ｑ２２．すでに保有している個人情報で、事前に利用目的を説明しないで現在利用している

ものについては、そのまま継続して利用可能でしょうか 
 
    Ａ．法施行時に改めて個人の同意を得る必要はありません。ただし、ホームページなど

で利用目的や問い合わせ先を公表する必要があります。その際の利用目的は“新商

品のダイレクトメール送付のため”など、具体的に特定する必要があります 
 
 
  Ｑ２３．アンケートを行った際に記入していただいたお客様に対してダイレクトメールを送

りたいのですが、問題はありませんか 
 
    Ａ．個人情報を取り扱う場合、その利用目的をあらかじめ公表しておくか、取得後、速

やかに本人に通知または公表しなければなりません。この場合、アンケート記入用

紙にダイレクトメールを送る旨、記載していれば利用目的を通知したことになるの

で、ダイレクトメールを送付しても問題はありませんが、利用目的を通知していな

い場合は、ダイレクトメールを送付することはできません 
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  Ｑ２４．宅急便などの配送依頼伝票に記載したお客様にダイレクトメールを送付したいので

すが、問題はありませんか 
 
    Ａ．宅急便などの配送依頼伝票には、通常ダイレクトメールを送付する旨の記載はあり

ません。従って、利用目的を通知していないと思われるので、ダイレクトメールを

送付することはできません 
 
 
  Ｑ２５．ポイントカードに加入したお客様に対して、ポイントカード会員のみ対象の限定企

画案内のダイレクトメールを送付したいのですが 
 
    Ａ．この場合、ポイントカードの入会用紙にダイレクトメールを送る旨、記載していれ

ば利用目的を通知したことになるので、ダイレクトメールを送付しても問題はあり

ませんが、利用目的を通知していない場合は、ダイレクトメールを送付することは

できません 
 
 
  Ｑ２６．他のお店（同じ会社）で得た個人情報を活用して、販促のためのダイレクトメール

を送付しても問題ありませんか 
 
    Ａ．同じ会社内で別の部署や店舗から個人データを取得することは第三者提供違反とは

なりませんので問題はありませんが、ダイレクトメールを送付する旨の同意を得て

いない場合は、ダイレクトメールを送付することはできません 
      ※第三者提供については、Ｐ１６～参照 
 
 
  Ｑ２７．入社試験において採用しなかった方を対象に、採用試験時に取得した履歴書をもと

にして当社のグループ企業の会社案内を送付したいのですが、問題はありませんか 
 
    Ａ．グループ企業の会社案内を送付する旨、本人の同意を得ている場合は、送付するこ

とは可能ですが、同意を得ていない場合、送付することはできません 
 
 
  Ｑ２８．中途入社の社員が前の会社でお付き合いのあったお得意様に対し、勤務する会社が

変更になった案内とともに当社のギフトパンフレットを送付するのは問題がありま

すか 
 
    Ａ．この場合、ギフトパンフレットを送付する旨の同意を得ていないと思われますの  

で、送付することはできません 
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３． 個人データの管理について 

個人情報取り扱い事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報データを正

確かつ最新の内容に保たなければなりません。 
また、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理

のために必要かつ適切な対応をしなくてはいけません（詳細はＱ２９、Ｑ３０参照） 
 
Ｑ２９．個人データの漏えい防止策として具体的にはどのような対策をとる必要があるので

しょうか 
 
  Ａ．取り扱う個人データの漏えい防止のために、①組織的安全管理措置、②人的安全管

理措置、③物理的安全管理措置、④技術的安全管理措置を講じなければなりません。 
① 組織的安全管理措置とは、安全管理について従業者（Ｑ３９参照）の責任と権限

を明確に定め、安全管理に対する規程や手順書を整備運用し、その実施状況を確

認することなど 
② 人的安全管理措置とは、従業者に対する業務上秘密と指定された個人データの非

開示契約の締結や、教育・訓練の実施 
③ 物理的安全管理措置とは、入退館（室）の管理、個人データの盗難の防止などの

措置のこと 
④ 技術的安全管理措置とは、情報システムへのアクセス制限、不正ソフトウェア対

策、情報システムの監視など、個人データに対する技術的な安全管理措置を講じ

ることです 
 
 
Ｑ３０．個人情報の適正な利用および保護を講じるために、どのような社内組織を設置すれ

ばよいのでしょうか 
 
  Ａ．まず、個人情報の取り扱い実態を把握するとともに、誰が管理するのかを明確にし、

管理責任者を設けるのが望ましいと思われます。そして、管理責任者を設置し、個

人情報に関するマニュアルなどの社内規程の策定および従業員に周知徹底させる教

育を実施することが望まれます。なお、個人情報管理責任者については、情報シス

テム部門や法務、コンプライアンス部門の中に設置するなどが考えられます 
 
 

≪具体的事例≫ 

Ｑ３１．テナントが管理している個人情報が漏えいした場合でも、社会的にはそのテナント

が入っている店舗から漏れたように受け取られることがありますが、店舗を管理し

ている企業も責任を問われるのでしょうか 
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  Ａ．テナントに対して場所を貸しているだけの関係の場合、法律上は問題が発生しても

テナントのみが勧告・命令などの対象になります。しかし、契約内容にもよります

が、監督・指導をする体制の場合には、監督責任を問われる場合があります（ケー

ス・バイ・ケースで対応することになります） 
 
 
Ｑ３２．テナントが保有する個人データも店舗で一元管理する必要があるのでしょうか 
 
  Ａ．テナントに対して場所を貸しているだけの関係では、一元管理をする必要は、必ず

しもありません。しかし、社会的に見れば、たとえテナントから漏えいしても、そ

のテナントが入っている店舗（企業）から漏えいしたという見られかたをされるこ

とが多いと思われるので、テナントがしっかりと個人情報の管理を行うよう監督す

ることが望ましいと思われます 
 
 
Ｑ３３．現状では利用目的によって個人情報を管理する部署が違っているのですが、一箇所

でまとめて管理する必要があるのでしょうか 
 
  Ａ．必ずしも一箇所でまとめて管理する必要はありません。責任者はどこにどんな個人

情報が保管されていて、それをどのように管理しているのかを把握できる状態にし

ておくことが重要です 
 
 
Ｑ３４．個人データの管理方法は具体的にどのくらいのレベルまで対応しなければならない

のでしょうか。例えば、①入力は完全に別室で行なわなければならない、②パスワ

ードによる制限だけでよいのか など 
 
  Ａ．漏えいしない体制をとることが必要であり、それには個人情報を管理する人をなる

べく少なくする、誰が責任者なのかを明確にすることが重要です。また、パスワー

ド管理や閲覧履歴などを把握し、問題発生時に原因究明が容易にできる体制にする

ことが望まれます 
 
 
Ｑ３５．「当社にしか教えていない個人情報がもとで、身に覚えのない請求書が届いた」とい

う問い合わせが１件きたが、１０万件のうちの１件のみの問い合わせのため、とり

あえず何もせず様子見としようと思いますが、大丈夫でしょうか 
 
  Ａ．たとえ１件の問い合わせでも、個人データが漏えいしている可能性がありますの 

で、至急調査し、原因究明を行うことが必要です 
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Ｑ３６．市販されている名簿を買い、その名簿を紛失してしまった場合は問題となるのでし

ょうか 
 
  Ａ．法律上は、市販されている名簿も「個人情報データベース等」に該当することがあ

ります。しかしながら、その名簿の紛失により個人の権利利益侵害がないと判断で

きる場合には、これによる勧告・命令などを受けることはないと思われます 
 
 
Ｑ３７．不要になった個人情報が記入されたリストを、そのまま他の可燃物と一緒に廃棄処

理しても問題ありませんか 
 
  Ａ．リストが一時的にでも誰もが持ち出せる状態となり、個人情報が流出する可能性が

あります。また、回収する業者がゴミと同様に扱うとは限りませんので、不要にな

った個人情報リストは、あらかじめ自社で決められた処理をするようにしましょう 
 
 
Ｑ３８．携帯番号が変更になったことから、お取引先様や友人に一斉にメール配信したが、

問題はありますか 
 
  Ａ．メールアドレスも個人情報に該当する場合があります。また、この場合、送信先の

メールアドレスが全て見えてしまう状態であると思われ、個人情報が漏えいする可

能性が非常に高くなりますので、やめましょう。 
    ※ＢＣＣ（ブラインド カーボン コピー）の欄を利用すれば、自分以外の誰に送信

しているのかわかりません 
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４． 従業者への適切な監督 

個人情報取り扱い事業者は、安全管理措置を遵守させるよう、従業者（Ｑ３９参照）に対し、

必要かつ適切な監督をしなければなりません。 
適切な監督を行なっていない場合とは、 
① 従業者が、個人データの安全管理措置を定める規程などに従って業務を行なっているかど

うかを定期的に確認せず、その結果、個人データが漏えいした場合 
② 内部規程などに違反して個人データが入ったノートパソコンを繰り返し持ち出されてい

たにもかかわらず、その行為を放置した結果、紛失し、個人データが漏えいした場合 
 
Ｑ３９．この法律でいう「従業者」とは誰をさしますか 
 
  Ａ．この法律でいう「従業者」とは、直接間接に事業者の指揮監督を受けて事業主の業

務に従事している者をいいます。 
具体的には、雇用契約にある従業員（正社員、契約社員、嘱託、パート、アルバイ

ト）だけでなく、取締役や派遣社員も含まれます 
 
 

 ≪具体的事例≫ 
Ｑ４０．仕事に追われて個人データの入ったアンケートを就業時間内にまとめられなかっ 

たので、自宅に持ち帰り家族に手伝ってもらいまとめようと考えているが、問題は

ありますか 
 
  Ａ．個人データを社外へ持ち出すことは、漏えいする危険性が非常に高くなりますので、

やめましょう。また、家族の方々に手伝ってもらうことも、第三者の目に触れてし

まうことになりますのでやめましょう 
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５． 委託先への適切な監督 

個人データの取り扱いの全てあるいは一部を委託する場合、委託先に対し必要かつ適切な監督

をしなければなりません。 
必要かつ適切な監督とは、委託契約において、個人データの取り扱いに関して、必要かつ適切

な安全管理措置を盛り込むとともに、その内容が適切に遂行されていることを定期的に確認す

ることです 
 
Ｑ４１．懸賞への応募などのデータ管理を外部に委託しているが、個人データの管理につい

て契約を交わす場合、どのような内容を契約書に盛り込むべきでしょうか。また、

適切な監督をするためにはどのようなことをするべきでしょうか 
 
  Ａ．契約書に盛り込むのが望ましい内容は、 

① 委託者および受託者の責任の明確化 
② 個人データの漏えい防止、盗用禁止に関する事項 
③ 委託契約範囲以外の加工・利用および複写・複製の禁止 
④ 委託処理期間 
⑤ 委託終了後の個人データの返還・消去・廃棄に関する事項 
⑥ 再委託を行うにあたっての委託者への報告 
⑦ 個人データの取り扱い状況に関する委託者への報告の内容および頻度 
⑧ 契約内容が遵守されていることの確認 
⑨ 契約内容が遵守されなかった場合の措置 
⑩ セキュリティ事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関する事項 
などがあげられます 

 
 

 ≪具体的事例≫ 
Ｑ４２．郵便などで個人データを送り、その途中で紛失した場合の責任はどこにあるのでし

ょうか 
 
  Ａ．一義的には配送業者の責任となります。しかし、配送業者との間で個人情報の取り

扱いに関する契約がなされていない場合や、個人データベースを誰でも簡単に見ら

れる状態（パスワードなどの設定もされていない）で配送業者に配送依頼した場合

は、依頼側の責任も問われる場合があります。個人データについては、たとえどこ

かで紛失しても技術的に中身が漏えいしない状態で配送するか、オンラインなどで

送信するようにしましょう 
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６． 第三者への提供について 

個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供する

ことはできません。 
ただし、次の場合を除く 
・法令に基づく場合 
・人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であり、本人の同意を得るこ

とが困難な場合 
・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であり、本

人の同意を得ることが困難な場合 
・国の機関や地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること

に対して、協力する必要がある場合で、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に

支障を及ぼす恐れがあるとき 
 ・下記①～④の事項をあらかじめ本人に通知するか本人が容易に知る事ができる状態にし

てあり、かつ、本人の求めに応じて第三者への提供を停止することとしている場合 
① 第三者への提供を利用目的とする 
② 第三者に提供する個人データの項目 
③ 第三者への提供の手段または方法 
④ 本人の求めに応じて第三者への提供を停止すること 

 ・個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全

部又は一部を委託する場合 
 ・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 
 ・個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨ならびに共同し

て利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的お

よび個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ

本人に通知または本人が容易に知り得る状態に置いている場合 
 
  Ｑ４３．本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならないとありますが、

第三者提供にあたる事例を教えてください 
 
    Ａ．第三者提供とされる事例は 

① 親子兄弟会社やグループ会社間で個人データを交換する場合 
② フランチャイズ組織の本部と加盟店の間で個人データを交換する場合 
③ 同業者間で、特定の個人データを交換する場合 
④ 外国の会社に国内に居住している個人の個人データを提供する場合 
などがあげられます。 
逆に、チェーンストアなどの同一事業者内で店舗から本部へ個人データを提供する

ことや、他部門へ個人データを提供することなどは、第三者提供にはあたりません 
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  Ｑ４４．個人データを外部委託で管理しているが、第三者提供となりますか 
 
    Ａ．第三者提供とはなりませんが、個人データが漏えいしないよう、委託先の管理をす

る義務があります 
 
 

 ≪具体的事例≫ 

  Ｑ４５．当社はフランチャイズ組織であり、ポイントカードを発行しているが、本部と加盟

店で個人データを交換するのは問題ありますか 
 
    Ａ．フランチャイズ組織の本部と加盟店の間で個人データを交換することは、第三者提

供にあたります。業務上の理由から個人データを交換する必要がある場合は、 
①あらかじめ入会申し込み書などに利用目的を明示するとともに、本部と加盟店の

両方で個人情報を利用することがある旨をお客様にお知らせし事前に同意を得る 
      ②あらかじめ入会申し込み書などで利用目的として、本部と加盟店の両方で利用す

ることや、提供される個人データの項目および提供方法を明示するかホームペー

ジなどで公表しておき、お客様の求めに応じて本部（あるいは加盟店）への提供

を停止することができる旨を明示または公表する 
などが必要となります 

 
 
  Ｑ４６．メーカー様より従業員全員に無料で新商品のサンプルを送りたいので、従業員名簿

が欲しいと言われ、こちらの手間がはぶけるので渡したが問題はありませんか 
 
    Ａ．従業員名簿も個人データとなりますので、本人の同意なしに第三者に提供すること

はできません 
 
 
  Ｑ４７．売上不振のグループ会社に当社の持っている個人データを渡して活用してもらおう

と思うが問題はありますか 
 
    Ａ．たとえグループ会社への提供でも、第三者提供となりますので、本人の同意なしに

個人データを提供することはできません 
 
 
  Ｑ４８．転職者の前の会社における勤務状況などの情報を本人の同意がなく聞くことや、も

しくは伝える行為は問題があるでしょうか 
 
    Ａ．この情報は個人情報にあたり、個人情報を第三者に提供することになりますので問

題があります。あらかじめ契約書などに盛り込んでおくことがよいでしょう 
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  Ｑ４９．昔大変お世話になった人から従業員名簿のコピーが欲しいと言われたが 
 
    Ａ．たとえ昔の恩人からの依頼でも、本人の同意のない第三者提供はできません 
 
 
Ｑ５０．メーカー様との共同企画にて懸賞を実施し、応募先をメーカー様にした場合、応募

者の個人データを我々スーパー側に提供してもらうのは問題がありますか 
 

    Ａ． 応募用紙などに個人情報を共同利用する旨、明らかにしていれば問題はありません。
ただし、共同利用される個人データの項目、共同利用者の範囲、利用目的（共同し

て利用する個人データのすべての利用目的）、責任者の氏名または名称をあらかじめ

本人に通知または本人が容易に知ることができるようにする必要があります 
 
 
  Ｑ５１．メーカー様との共同企画にて懸賞を実施し、メーカー様は当選者への発送のため個

人データを利用し、当社ではギフトのパンフレットを送付したいと考えているが問

題はありますか 
 
    Ａ．共通の利用目的があれば個人情報保護法上の「共同利用」です。その場合、メーカ

ー様および小売業ともに、「具体的な共通の利用目的」「懸賞品の発送」「ギフト用パ

ンフレットの送付」を本人に通知するか容易に知り得る状態におく必要があります 
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７． 保有個人データの開示・訂正・利用停止など 

 個人情報取扱事業者は、本人から、自己が識別される保有個人データの開示を求められた

時は、本人に対し、すみやかに開示しなければなりません。ただし、開示することにより以

下の①～③のいずれかに該当する場合は、開示を求められた個人データの全部または一部を

開示しないことができますが、遅滞なくその旨を本人に通知しなければなりません。 
①本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合 
②個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合 
③他の法令に違反することとなる場合 
 また、本人から、保有個人データに誤りがあることから、訂正を求められた場合は、速や

かに訂正するとともに、その内容を本人に通知しなければなりません。ただし、利用目的か

ら見て訂正などが必要でない場合や誤りである旨の指摘が正しくない場合には、訂正などを

行なう必要はありませんが、遅滞なく訂正しない旨を本人に通知する必要があります。 
 さらに、本人から手続き違反（同意のない目的外利用や不正な取得など）の指摘を受け、

保有個人データの利用停止などを求められた場合は、速やかに利用停止などをするととも

に、その旨を本人に通知しなければなりません。ただし、違反を是正するための必要な限度

を超えている場合や、手続き違反である旨の指摘が正しくない場合には利用停止等を行なう

必要はありませんが、遅滞なく利用停止等を行なわない旨を本人に通知する必要がありま

す。また、開示等に応じない場合は、その理由を本人に伝えるよう、努めなければならない 
  

 ≪具体的事例≫ 

  Ｑ５２．個人情報データベースを廃棄する場合、通知などをする必要はありますか 
 
    Ａ．通知の必要はありません。データが外部に漏れないよう自社のルールに従って処理

をしてください 
 
 
  Ｑ５３．ポイントカードなどで得た個人データをもとにダイレクトメールなどを送付してお

り、お客様からダイレクトメールなどの発送を止めて欲しいという要請を受けた場

合でも、社内でそのデータを分析などで活用しても良いのでしょうか（ダイレクト

メールの発送は停止する） 
 
    Ａ．利用の停止などについては、お客様の要請に応じ対応する必要があります。ダイレ

クトメールの発送停止のみの要請ならば、社内で取得時の利用目的の範囲内で活用

することは可能ですが、保有個人データの完全削除を求められた場合、社内活用も

してはいけません 
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  Ｑ５４．雇用管理情報（氏名・現住所・評価など）の削除を従業員本人から求められた場合

は、要求に応じなければならないのでしょうか 
 
    Ａ．本人から雇用管理情報の削除を求められた場合、速やかに必要な調査を行い、該当

する情報に誤りがあれば、削除する必要があります。また、法第２６条では、該当

する保有個人データの内容が事実と反する場合にのみ訂正など（削除を含む）をす

る義務があるとしているため、評価に関する情報は、事実に関する情報ではないこ

とから削除する必要はありません。 
      ただし、削除した場合はその内容を、削除しない場合はその事実を、速やかに本人

に通知しなければなりません。なお、削除しない場合はその理由を説明するように

努めなければなりません。また、「消去」を求められた場合についても、該当する情

報を不正な手段により取得し、または該当する情報の利用目的の達成に必要な範囲

を超えて利用している場合には、「消去」しなければなりません 
      （個人情報保護法上、「削除」は“訂正等”、「消去」は“利用停止等”に該当） 
 
 
  Ｑ５５．新店のオープンなどで、お客様が大勢いる売場の様子をビデオなどで録画し、後日

ホームページで公開したところ、それを見たお客様より、「了解もなしに私の顔が映

っているので、即、公開を止めて欲しい」との要請を受けた場合は、要求に応じな

ければならないのでしょうか 
 
    Ａ．まず、ビデオ録画するにあたり、自社ホームページで録画ビデオを公開する旨を公

表する必要がります。お客様からビデオ公開の停止を要請された場合、手続き違反

（目的外利用、不正な取得、第三者提供）があれば、原則として利用停止をしなけ

ればなりません。 
      ただし、利用停止するしないに関わらず、速やかにその旨を本人に通知しなければ

なりません。 
      ※録画された映像が「保有個人データ」にあたる場合の対応です。通常、映像画像

は誰が映っているかを容易に検索できるように体系的に整理されていないケース

が多いかもしれませんので、そもそも「個人データ」および「保有個人データ」

に該当しない場合があり、その場合は保有個人データに係る本人からの求めに応

じる必要はありません 
 
 
 
 
 
 



 

26 

８． 苦情の適切な処理について 

個人情報取り扱い事業者は、個人情報の取り扱いに関する苦情に対し、適切かつ速やかな処

理に努めなければなりません。また、苦情処理窓口の設置や苦情処理のマニュアルを定める

など、迅速に対応するための体制の整備に努めなくてはなりません 
   
  Ｑ５６．通常のクレーム処理の窓口と個人情報に対するクレーム窓口を別々にする必要があ

りますか 
 
    Ａ．クレームに対して迅速に適切な処理ができる体制であればその必要はありません 
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【第３章】 店舗で発生する個人情報への対応事例 
 
  ここでは、店舗で発生する個人情報への対応事例を紹介しております 
 
 
 

１．取得時における対応事例 

  Ｑ５７．「ダイレクトメールを送付する際に活用させていただきます」と口頭で伝えたが、利

用目的の通知方法としてこれでよいでしょうか 
 
    Ａ．法律上、通知の方法は本人にわかるようにしてあればどのような方法でも問題あり

ません。しかしながら、口頭のみでは何の証拠も残りませんので、必ず書面で通知

するなどして証拠を残すようにしましょう 
 
 
  Ｑ５８．子供（未成年者）が氏名・住所などの個人情報を記入用紙に記入した場合、個人情

報の取得として問題あるのでしょうか 
 
    Ａ．親の同意がなく、十分な判断能力がない子供から、取得状況から考えて関係のない

親の収入事情などの家族の個人情報を取得する場合には、「不正の手段」で個人情報

を取得したことになり問題とされる場合があります。このため、あらかじめ親の同

意を得る方法、例えば親のサインや親が記入するなどとするのがよいでしょう。ま

た、未成年者から本人の個人情報を取得しても、それだけで直ちに「不正の手段」

で取得したことにはなりません。しかしながら、親の同意がなく未成年者から個人

情報を取得した場合には、後々問題になることが多いため、あらかじめ親の同意を

得ておくことがよいでしょう 
 
 
  Ｑ５９．父の日のイベントとして、お父さんの似顔絵などを売場に掲示する場合に、子供た

ちのクラスや名前（保護者の名前が書いてある場合もある）などが書かれたまま掲

示するのは問題ないでしょうか 
 
      Ａ．事前に名前なども絵と一緒に掲示されることを学校側に了解を得ていれば問題はあ

りません。ただし、学校より子供たちの親に名前が書かれた絵を掲示する旨の説明

がされており、同意を得ていることが必要です。できるだけ子供の名前のみの表示

にし、親の名前は掲示を避けるようにしましょう 
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 ２．利用時における対応事例 

  Ｑ６０．いつも同じ商品を予約されるお客様に、その商品の新バージョンが発売されるにあ

たり、事前にダイレクトメールなどでご案内したいのですが問題はありませんか 
 
    Ａ．そのお客様にダイレクトメールを送付することの同意を得ている場合は送付しても

問題はありませんが、たとえそれがお客様へのサービスのつもりでも、本人の同意

を得ていない場合は送付することはできません 
 
 
  Ｑ６１．昨年、クリスマスケーキなどの予約をしていただいたお客様に対し、今年もパンフ

レットを送付したいのですが問題はありませんか 
 
    Ａ．パンフレットを送付する旨、お客様の同意を得ている場合は、送付することは可能

ですが、同意を得ていない場合、送付することはできません 
 
 
  Ｑ６２．昨年、年賀状・暑中見舞いなどの名入れ印刷を申し込んでくれたお客様に、今年も

パンフレットを送付したいのですが問題はありませんか 
 
    Ａ．パンフレットを送付する旨、お客様の同意を得ている場合は、送付することは可能

ですが、同意を得ていない場合、送付することはできません 
 
 
  Ｑ６３．ギフトのパンフレットを送付したお客様から、近所の知り合いもパンフレットを欲

しいといっているので、その人に直接送付してくれとの要請を受けたが、パンフレ

ットを送付しても問題はありませんか 
 
    Ａ．まず、ご近所のお知り合いの方が当社よりギフトのパンフレットを送付する旨の同

意を得ているかの確認が必要です。同意を得ている場合は、送付することは可能で

すが、同意を得ていない場合は送付することはできません 
 
 
Ｑ６４．自転車の防犯登録をした方で、お買い上げから一定期間経過した方に対して、買い

替えの案内状とともに新商品のパンフレットを送付するのは問題ありませんか 
 

    Ａ．通常、防犯登録カードにはパンフレットを送付する旨の文章は書かれていないと思

われます。従って、お客様よりパンフレットなどの送付について同意を得ていない

と思われますので、送付することはできません 
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  Ｑ６５．給水器への入会申し込み書をもとに、お客様サービスのため、その水を利用したメ

ニューレシピなどを送付するのは問題ありませんか 
 
    Ａ．入会申し込み書にメニューレシピなどを送付する旨、記入されていれば問題はあり

ませんが、記入されていなければ、たとえお客様へのサービス心からの行動とはい

え、送付することはできません 
 
 
  Ｑ６６．衣料品売場のお直し承り票をもとに、お客様のサイズに合った商品のお買い得情報

を送付したいが問題はありませんか 
 
    Ａ．承り票にお買い得情報の送付をする旨、記載してあれば問題ありませんが、記載し

ていない場合は、送付することができません 
 
 
  Ｑ６７．５分前にハウスカードを使用してお買い物をしたお客様に限定プレゼントを渡し忘

れたことから、お買い上げ商品とお名前を店内放送で読み上げ、お呼びすることは

問題ありませんか 
 
    Ａ．店内放送でお呼びする場合は、できるだけお客様のお名前のみの案内（最小限の情

報のみにする）にとどめ、お買い上げの商品については放送するのはやめましょう。

もしくは、ハウスカードの情報から、お客様の住所・連絡先がわかると思われます

ので、限定プレゼントについては、お詫びするとともに、速やかにお送りするなど、

別の手段をとりましょう 
 
 
  Ｑ６８．いつもご利用いただいているお客様に対し、レジにてお名前をお呼びしてお買い物

のお礼を言っているのですが、問題はありませんか 
      （「○○様いつもご利用いただきまして誠にありがとうございます」など） 
 
    Ａ．いつもご利用いただいているお客様への感謝の気持ちを込めたお礼ですので、問題

はないと思われます 
 
 
  Ｑ６９．店内で迷子が発生し、胸にバッジが付いていたことから、店内放送でお名前・年齢・

性別・服装をお伝えしたが、問題があるでしょうか 
 
    Ａ．問題ありません 
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Ｑ７０．重大なクレームが発生し、従業員に周知徹底させるため、申し出者の名前と連絡先

が記載されたクレーム処理票をコピーして全員に渡したが問題はありますか 
 
  Ａ．名前や連絡先も周知させることが必要であれば、クレーム処理票をそのままコピー

して全員に渡すことは問題ありません。しかし、多数の人に個人情報が渡ると、外

部に漏えいする危険性が高くなりますので、個人情報の部分については、伏せてコ

ピーしたほうがよいでしょう 
 
 
Ｑ７１．クレーム処理カードに申し出者の住所や名前が書かれたまま関係部署に回覧するの

は問題があるのでしょうか 
 
  Ａ．名前などがクレーム処理に必要であれば、関係部署に回覧する際に記載されたまま

回覧しても問題はありませんが、基本的には内容がわかればよいはずですので、氏

名などの個人情報は必要最小限の人のみにわかるようにするのがよいでしょう 
 
 
Ｑ７２．返金詐欺であることが判明したので、近隣の店舗（自社・他社含む）に名乗った名

前と容姿を情報として流したいが、問題ありませんか 
 
  Ａ．第三者提供の適用除外である「人（法人を含む）の生命または財産といった具体的

な権利利益が侵害される恐れがあり、これを保護するために個人データの提供が必

要であり、かつ、本人の同意を得ることが困難である場合」に該当すると思われま

すので、本人の同意を得ずに第三者に個人情報を提供することが認められます 
 
 
Ｑ７３．予約を受けた商品を間違って品出しをしないよう、店控えの承り票を貼り付けて納

品口で保管しているが問題ありませんか 
 
  Ａ．承り票は氏名や連絡先など、個人情報が含まれていると思われます。納品口は外部

から納入業者などが多く出入りする場所であることから、外部へ漏えいする可能性

が非常に高くなりますので、自社ルールに従った保管方法をとりましょう 
 
 
Ｑ７４．店内で落とし物を発見し届けていただいたお客様のお名前と連絡先を拾得物名とと 

もに連絡帳に記載した。その後、落とし主が判明し、その方から拾った方へお礼の

電話がしたいので、名前と連絡先を教えてくれと言われたので、速やかにお教えし

たのですが、問題はありませんか 
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  Ａ．落とし物を拾ったお客様に、落とし主にお名前と連絡先を伝えることがあることを

事前に同意を得ている場合は、連絡先などを教えても問題ありませんが、同意を得

ていない場合は、たとえ落とし主がお礼を伝えたいからといっても、教えることは

できません。このような場合、拾ったお客様にあらかじめ連絡先などを伝えていい

かどうかの確認をとるのがよいでしょう（これはお店で一時預かりしている場合の

対応です） 
※ この問題は微妙な問題を含んでおります。遺失物は民法２４０条で所有権の規定

が述べられており、また、遺失物法４条で拾得者に５～２０％の礼金給付が規定

されています。 
現場では、情報管理責任者に対応を移し、情報管理責任者は拾得者に落とし主が

謝礼を差し上げたいとの意向である旨を伝え、拾得者が謝礼を断った場合（礼金

請求権放棄）は落とし主にその旨を伝え、拾得者の個人情報を教える必要はあり

ません 
 
 
Ｑ７５．プレゼント企画で店内に応募箱を設置するにあたり、短期間しか利用しないため、

小さなダンボール箱を代替として活用しようと考えているが問題ありませんか 
 
  Ａ．ただのダンボール箱では投入口などもなく、誰でも中を確認できる状態になってい

ると思われます。また、中の応募用紙が紛失し、個人情報が漏えいする可能性が高

い状態であると思われますので、専用の応募箱などを使用するなど、個人情報が漏

えいしないような対策を施しましょう。また、常に従業員がいる場所への設置や、

定期的な回収、応募箱を固定するなどの対策を施すとより一層安全です 
 
 
Ｑ７６．今度新しく入るアルバイトの履歴書を従業員にコピーして配布したが問題はあり 

ませんか 
 
  Ａ．履歴書には住所や学歴など、重要な個人情報が含まれており、漏えいした場合には

重大な問題となってしまいます。配布は必要最小限の人に限定するとともに、内容

についても必要最小限度の項目のみ配布するのがよいでしょう 
 
 
Ｑ７７．メーカー商品のクレームが発生し、メーカーでの調査が必要なことからお客様の名

前と連絡先をメーカー様に教えることは問題ありませんか 
 

    Ａ．お客様に商品の調査を行なうためにメーカー様に連絡先を教えることを断ったうえ

で、メーカー様にお客様の連絡先などを教えるようにしましょう 
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Ｑ７８．お客様からの要望や指摘事項を記入する用紙を店頭に設置し、記入されたものに対

して、お客様への返事とともに掲載しているが、問題はありませんか。なお、記入

用紙には、お名前のみが記入されている 
 

    Ａ．名前が書かれた用紙を記載する場合、まず本人の同意を得る必要があります。この

場合、お客様からの要望に対する回答を店頭に掲載するものであり、お客様の名前

を公開する必要性がないと思われますので、名前の部分を削除して掲載することが

よいでしょう 
 
 

３．管理に関する事例 

Ｑ７９．予約商品の引渡しをスムーズに行うため、予約票の控えを商品に貼り、サービスカ

ウンターに置いているが問題はありませんか 
 
  Ａ．予約票の控えには個人情報が含まれていると思われます。また、サービスカウンタ

ーは多くのお客様が来る場所であり、個人情報が誰にでも見られる状態になってい

ることから、漏えいする可能性が非常に高くなります。予約商品の引渡し方法の見

直しをしましょう 
 
 
Ｑ８０．商品予約承り票の店控えは引き換え終了後、１ヶ月単位で他のゴミと一緒に廃棄し

ているが問題ありませんか 
 
  Ａ．個人データが含まれた控えが一時的にでも誰もが持ち出せる状態となり、個人情報

が外部に流出する可能性があります。また、回収する業者がゴミと同様に扱うとは

限りませんので、不要になった個人データが含まれた控えの一覧は、自社ルールに

従った処理をするようにしましょう 
 
 
Ｑ８１．サービスカウンターにて各種予約を承っていることから、１冊のノートに予約一覧

をまとめて記載して管理しているが、作業が間に合わないため、家に持ち帰って整

理するのは問題ありませんか 
 
  Ａ．個人情報が記載されたノートを社外に持ち出すことは、紛失や盗難などの危険性が

非常に高まりますので、たとえ作業が終わらないからという理由でも絶対にやめま

しょう 
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Ｑ８２．レジ誤差の原因を究明するため、レシートの控えであるジャーナルを家に持ち帰っ

て調べているが問題ありませんか 
 
  Ａ．ジャーナルにはクレジットカードを使用した人のデータが記載されますので、個人

情報が含まれている可能性があります。社外へ持ち出した場合、漏えいや紛失の可

能性が高くなりますので、絶対にやめましょう 
 
 
Ｑ８３．防犯カメラで録画した画像を日付順にダンボールに入れ、事務所の棚で保管してい

るが問題ありますか 
 
  Ａ．防犯カメラで録画された映像も個人情報に該当します。また、事務所は従業員だ  

けでなく、訪問者も訪れる場所であることから、他の個人情報と同様に決められた

保管場所で管理するなど、自社のルールに従った管理をしてください 
 
 
Ｑ８４．不要になった名簿を経費削減のため、メモ用紙などに利用するのは問題ありません

か 
 

    Ａ．名簿などは個人情報の宝庫です。たとえ不要になったものでも安易な取り扱いによ

り漏えいした場合は問題となります。自社のルールに従って廃棄をしましょう 
 
 
Ｑ８５．従業員が住所録を机の上に置いたまま帰宅しているが、問題ありますか 
 

    Ａ．たとえ社内といえども、誰にでも容易に見られてしまう状態では問題があります。

自社の安全管理規程ルールを遵守した対応をしましょう 
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４．データの開示などに関する事例 
Ｑ８６．「○○だが、ポイントカードの登録内容について変更があるので、今登録されている

内容を教えて欲しい」と要請されたので、登録控えをお見せしたが問題はないでし

ょうか 
 
  Ａ．まず、本人であるかどうかの確認が必要です。名前だけで確認をすることはやめま

しょう。そして、本人であることが確認された段階で現在の登録状況を自社のルー

ルに従って公開することがよいでしょう 
 
 
Ｑ８７．警察や役所から電話でお客様の個人情報の提供要請があった場合は、速やかに提供

しなければならないのでしょうか 
 

    Ａ．まず、電話をかけてきた人物が警察や役所の人であるかどうかの確認をする必要が

あります。電話や口頭だけでなく、令状や根拠法令などを書面で確認するとともに、

相手が間違いなく警察や役所の人であるか証明書などで確認しましょう。またこの

ような場合には、電話を受けた人が対応するのではなく、個人情報保護責任者に任

命された人が対応するようにしましょう 
 
 
  Ｑ８８．弁護士から従業員の個人情報についての問い合せがあったが、どのように対応した

らよいのでしょうか 
 
    Ａ．弁護士法第２３条の２により「弁護士会」から照会があれば、正当な事由がある場

合を除き、問い合わせに応じなければなりません。弁護士個人からの問い合わせに

応じる場合には、弁護士であることの確認や書面などにより照会してもらうなどの

対応をしましょう 
      ※弁護士会からの照会は、書面によりなされます。また、弁護士個人からの問い合

わせに対し、本人の同意なしに個人情報を提供した場合、個人情報保護法違反と

なるケースがありますので、慎重に対応しましょう 
 
 
Ｑ８９．個人情報をいただいた方のご家族から、登録内容について問い合せがあったが、ど

のように対応したらよいでしょうか 
 

    Ａ．個人情報は、原則としてご本人以外に開示することはできません。従って、たとえ

ご家族といえども本人以外に個人情報を教えることはできません 
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Ｑ９０．防犯カメラ録画中の張り紙をして防犯カメラを可動させていたら、お客様より「自

分の買い物中の姿がカメラで撮られているのは不快だ」と言われ、防犯カメラを止

めるよう要請された場合は、要求に応じなければならないのでしょうか 
 

    Ａ．この場合、防犯カメラ録画中の張り紙をしているため、利用目的を公表しているこ

とから、防犯目的のためだけに利用するのであれば、防犯カメラを止める必要はあ

りません。ただし、録画された映像について、消去などを求められた場合、手続き

違反（目的外利用、不正な取得、第三者提供）があれば、利用停止などをしなけれ

ばいけません。なお、利用停止などをするしないに関わらず、速やかにその旨を本

人に通知しなければなりません。 
※ 録画された映像が「保有個人データ」にあたる場合の対応です。通常、映像画像

は誰が映っているかを容易に検索できるように体系的に整理されていないケー

スが多いかもしれませんので、そもそも「個人データ」および「保有個人データ」

に該当しない場合があり、その場合は保有個人データに係る本人からの求めに応

じる必要はありません 
 
 
 

お客様への対応について 
 
われわれスーパーマーケットは、地域社会に根ざしており、毎日ご利用いただいている顔なじ

みのお客様も多くいらっしゃいます。その方々に対し、ガイドラインに従った対応をすると、

場合によってはお客様との信頼関係を壊しかねません。また、対応を誤ると二次クレームとな

る可能性もございますので、ケースバイケースで慎重な対応が必要です。自社のルールに従っ

た対応をするようにしましょう。 
一例をあげますと、店舗近隣に住み、毎日お買い物に来てくださる顔なじみのお客様にポイン

トカードの個人データの変更を依頼された場合、ガイドラインに従って対応すると、書面など

による本人確認が必要となります。しかしながら、このように明らかに本人であると認識でき

る場合、改めて本人確認をすることで、お客様は不快な思いをする可能性が非常に高いと思わ

れ、自社のファンを減らしかねない状況となります。もちろん、ケースバイケースでの対応に

なるかとは思いますが、慎重に対応するようにしましょう。お客様対応については、あらかじ

め自社ルールを決めておくことをおすすめします 
 


